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大阪地方裁判所委員会（第１５回）議事概要

（大阪地方裁判所事務局総務課）

１１月５日（水）に開催された大阪地方裁判所委員会における議事の概要は，次

のとおりです。

１ 日時

平成２０年１１月５日（水）午後１時３０分から午後５時まで

２ 場所

大阪地方裁判所第２会議室

３ 出席者

（委員）桑代百合子，櫻田嘉章，西田正吾，西脇一枝，弘本由香里，

森克二，薬師寺玲，山口信吾，吉川純一，高村順久，榊原一夫，

川合昌幸，佐々木茂美 （敬称略）

（講師）山田文

（説明者）林圭介，田中敦

（事務担当者）小佐田潔，仙波啓次，高木繁，長路基樹

（庶務）橋本貢，岡田吉峰，山本悟士，冨永武昭

４ 配付資料

講演レジュメ「ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の現状と課題」 ほか

５ 議題

( ) 講演1

テーマ「ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）について」

講師 京都大学大学院法学研究科 山 田 文 教授

( ) 意見交換2

( ) 次回テーマ3
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６ 議事

（委員長：■ 委員（法曹関係者 ：○ 委員（学識経験者 ：◇ 講師：△） ）

説明者，事務担当者及び庶務：▲）

所長のあいさつ( )1

講演( )2

△： ただいまご紹介いただきました京都大学の山田と申します。本日はこのよう

な機会を与えていただきましてありがとうございます。

私は東北大学を卒業した後，民事訴訟の中の様々な紛争解決手続について研

究をしようとしていました。当時，ＡＤＲという言葉はまだあまり知られてい

ませんでしたが，それを勉強することによって，民事の紛争解決とは何なのか

を勉強しようと始めたのが最初です。その後，ＡＤＲが社会に広まる，法律が

できるとは，夢にも思わず勉強していたところ，司法制度改革等によってこれ

だけ広まってきたというところです。ただし，一部の法律家及び司法制度に関

心のある方々の間では有名になったとはいえ，一般の方々にはＡＤＲというも

のが広まっているとは言えない状況であろうと思います。ただ，コンセプトと

しても，理論的な面においても，今後の日本における法的な紛争解決がどうあ

るべきなのかを考える大変いい素材かと思いますので，本日は，簡単にその現

状と課題をお話ししたいと思います。

それでは，レジュメに沿ってお話しいたします。

冒頭の英文は，アブラハムリンカーンが大統領になる前に弁護士として，ロ

ースクールで１８５０年に講義をしていた当時の言葉です。アメリカの弁護士

というと，大変訴訟好きというイメージがありますけれども，リンカーンは訴

訟を薦めるなとここで言っております。コンプロマイズ，妥協ができるうちは

するように。あなたの隣人を説得しなさい。訴訟をやりたいという人に対して

は，訴訟における勝者は実際のところは様々な意味で敗者であることを指摘し

。 ， ， 。 ，なさい 費用の点 弁護士報酬の点 時間の無駄の点で敗者であると そして
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弁護士というものはピースメーカーとして，いい人間としての生き方の機会を

持っているのだと言っています。これは「弁護士は悪しき隣人だ」という古い

ことわざ，あるいは 「弁護士は皆殺しにしてしまえ」というシェイクスピア，

の言葉をもじっていると思われます。最後に，そのようにしたからといっても

ビジネスチャンスはちゃんとあると言っておりますが，１９世紀から既に裁判

の一定程度の限界というもの，それから，紛争の解決の専門家として，法の専

， 。門家として 弁護士は何をするべきなのかを考えていたのかなということです

（Ⅰ．裁判外紛争手続の意義）

まず，ＡＤＲの意義ということについて，お話しします。

， ， ，ＡＤＲというのは の略語であり 日本語ではAlternative Dispute Resolution

「裁判外紛争解決手続」と訳しています。これはしばらく定訳がなかったので

すが 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 ，略してＡＤＲ法と， 」

いうふうに呼んでおりますが，そちらのタイトルをとった訳です。

ＡＤＲというのは，次のように定義されています。ＡＤＲ法１条の括弧書き

で 「訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のた，

め，公正な第三者が関与して，その解決を図る手続」ということです。

これによりますと，ポイントとなるのは，訴訟手続によらないということで
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す。ただ，厳密に言いますと，訴訟手続によらないということは，やや簡略な

裁判である審判だったらいいのかという話になりかねないわけですけれども，

ここでは，審判は除いて，裁判によらないというふうに考えてよろしいかと思

います。民事上の紛争解決ということですので，家事事件を含む民事上の紛争

解決ということです。民事上の紛争解決なら何でもいいのかと言いますと，そ

の中でももちろん当事者による処分が可能な紛争，当事者が和解をすることが

可能な紛争に限られるということになります。

また 「公正な第三者が関与して」という文言になっています。この点，ま，

ず一つは，中立的なという言葉を使わなかったということに若干注意をしてい

ただきたいのですが，中立という言葉は非常に難しい言葉で，端的に言って，

当事者間に力の格差があるような場合，例えば，消費者対企業のような紛争の

場合に，間に立つものが完全に中立的な立場で争いを解決しようといたします

と，おそらく両者の力の格差がそのまま反映した手続になってしまう。あるい

は，離婚紛争において一方当事者が暴力的であるという場合に，やはり両者を

完全に同じに扱っていますと，暴力を受けている方が萎縮して言いたいことも

言えないままに紛争解決が終わってしまうというおそれがありますので，中立

， 。 ， ，という言葉は やや実質的な公正を欠く場合がある そこで 日本のみならず

諸外国におきましても，中立という言葉はちょっと使いにくく，偏らないとい

う意味で普遍性という言葉を使ったり，公正さという言葉を使ったりして，中

立性という言葉に代えていることが多いのです。日本法は，公正なという言葉

を使いまして，実質的な公正さを図るという趣旨を表しております。

二つ目に 「第三者が関与」してということで，いわゆる相談だとか，二当，

事者の相対交渉というものは，このＡＤＲ法のＡＤＲからは外れることになり

ます。ただ，これもなかなか微妙なところでして，日本においては，いわゆる

消費者相談窓口であるとか，あるいは，いわゆるＰＬセンターと言われる，企

業の団体が作る紛争解決制度においては，相談件数が非常に多いです。事件の
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ほとんどが相談で終わると言ってよろしいかと思います。この相談は 「中立，

的な第三者が関与」しているとは言えないので，それはＡＤＲからは外すこと

になる。しかし，相談という形式の中で，実質的にはあっせんをしている場合

も多くあります。それは，形式はどうであれ，事実上あっせんをしているとい

うことで，一種のＡＤＲであると考える。そうすると，公正な第三者でなけれ

ばいけませんねということになろうかと思います。そのようなわけで，さらっ

と書いてありますこの１条括弧書きにもいろいろな苦労があったようです。Ａ

ＤＲというのは，どういう手続的な特色があるかと申しますと，一言で申しま

すと，非強制性ということです。両当事者の合意，ないし，自発的な意思，自

律的な意思によって，解決を行うということでして，これは，国家の強制力に

基づく裁判とは異なるというのが最大の特色です。ただ，これがどのような形

で実際に制度に反映されるかというのは，様々なバラエティーがあります。こ

こでは四つの点からその多様性，あるいは可能性の話をしたいと思います。

まず，第１には，具体的な手続の種類としてどういうものがあるのかという

ことですが，これは大きく分けて，調整型と裁断型と呼んでいます。調整型と

いうのは，紛争解決の最後に両当事者の間で民法上の和解契約が結ばれること

， 。 ，によって 初めて紛争解決の結果が生じるという形のものです 多くの場合は

この調整型手続の開始も両当事者の合意によります。これは，入口の合意と出

口の合意と呼んでおりますが，この両方の合意が必要なのが調整型という手続

です。ただ，制度化された調整型手続の中には，入口の合意は事実上いらない

というものもあります。例えば，民事調停，家事調停においては，相手方当事

者の積極的な合意がなくても手続は始まるということかと思います。いずれに

しましても，最後は和解契約が両当事者に結ばれて，その法的な効果がどうな

るのかというのが，これがまた制度によって異なるということです。

なお，この和解契約というのは結構効力の強い契約でございまして，昔，民

， ，「 」法の梅先生が 和解の研究をなさったときには 和解は暗闇への跳躍である
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と言われたことがありますが，要するに，自分で自分たちの法的な権利関係を

処分する，誤解，錯誤がない限りは，その後はそれに従うということになるわ

けですから，なかなか思い切った契約というふうに言えます。

他方で，もう少し強制的な手続としては，裁断型という手続があります。こ

れは，仲裁法上の仲裁が典型例ですが，仲裁人に一定の紛争解決の強制的な判

断をさせるということを仲裁合意として，最初に入口の段階で合意をする，そ

れによって出てきた仲裁判断には拘束される，というのは，それに不服を言っ

て訴訟を起こすというはできないという趣旨ですが，そのような効果がありま

す。仲裁に関しては仲裁法がありますが，その他，仲裁法上の仲裁には正確に

はあたらないけれども，やはり第三者による判断に両当事者が従うことを合意

するというものがありまして，これは一般的に裁定と呼んでいます。

このような調整型及び裁断型の手続が誰によって主宰をされるのか，実施を

されるのかということによって，その実態はだいぶ変わってまいります。おお

ざっぱには，日本においては，三つの運営主体のパターンがあると考えられま

す。一つは，司法型ＡＤＲと呼ばれているもので，裁判所が運営主体になると

いうことです。したがって，民事調停，家事調停といったものがその典型とい

うことになりますが，場合によっては，訴訟上の和解を司法型ＡＤＲに入れる

という考え方，あるいは，それはＡＤＲではないという考え方の両方がありう

るというところだと思います。もっと難しい問題は，労働審判をどう考えるの

かという問題がありますが，労働審判に関しても，事実上かなりＡＤＲに近い

ことが行われる可能性がありますが，両当事者の合意がなければできない手続

ではありませんので，そういう意味では厳密に言うと，一応ＡＤＲからは外れ

ているのかなと思います。非常におおざっぱに言いますと，紛争解決のための

交渉と裁判の間にＡＤＲがあると考えますと，ＡＤＲと裁判の間にさらに労働

審判があるという位置づけかなと思います。

， ， 。それから 行政型のＡＤＲ これも日本ではかなり数多く設置されています
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これも非常に様々なものがあり，最もきっちりと制度化されたものとしては，

例えば公害等調整委員会というものがあります。これは，公害，現在ではむし

ろ環境紛争と言った方がいいかもしれませんが，そういった紛争に関して，調

， 。 ， ，整 調停及び裁定を行うという制度です これは 行政が設置をしていますが

実際に審理にあたるのは裁判所から出向している裁判官が多くて，そういう意

味ではかなり司法的なやり方でなされているものです。そのようなものですと

か，あるいは，労働組合の労働争議のための労働委員会であるとか，そういっ

た独立性の高いＡＤＲから，もうちょっとインフォーマルなものになりますと

各地方自治体の窓口で消費者相談窓口というものを置いているわけですが，そ

ういったものも一種のＡＤＲということで，非常に硬軟織り交ぜてたくさんあ

ります。

日本は行政型国家であると長く言われておりまして，外国の学者の目から見

ますと，この行政型ＡＤＲが非常によく働いている。例えば，先ほど言った公

害等調整委員会のようなところは，公害のような，あるいは環境紛争のような

公益的な紛争に関しても，行政型のＡＤＲでほとんど無料でその紛争解決を行

っている。これはいわば，裁判所が本来行うべき判決を作るという役割を行政

が奪っているようなものであるというような分析がなされることもあったぐら

いに，非常に盛んに行われていたということです。最近は，必ずしも件数は多

くないようですが，いわば行政国家を象徴する意味があろうかと思います。

最後に，民間型ＡＤＲというのがあります。これもまた民間ですので，非常

に様々なものがありますが，一つは業界型と名付けています。これは，製造物

責任にかかるＰＬ紛争のＡＤＲが最も典型的ですが，要するに，紛争の一方当

事者，例えば製造物責任であれば，製造者の側と非常に関係の深いその業界が

。 ，お金を出してＡＤＲを運営しているとパターンです このパターンというのは

したがって，ＡＤＲの独立性，一方当事者からの独立性というものを担保する

ことが非常に難しい。しかし他方で，その手の紛争を第三者がお金を出す，あ



- 8 -

るいは国等がお金を出すというのは非常に困難，それも非常に現実味に欠ける

というタイプでして，独立性をいかに保証するかというのは，ＩＳＯの会議で

もずいぶん議論になりました。業界型というのは，そういうＰＬセンターに限

りませんで，例えば，最近では医療事故がいろいろと問題になっているわけで

すけれども，病院が自分の運営費用でもって紛争解決手続を作るという場合に

は，それも一種の業界型ＡＤＲということですし，想像するのも怖いわけです

が，例えば私の大学で学生からの紛争を受け付けるというようなものを作った

場合には，これもまた業界型ＡＤＲということになるかと思います。

二つ目に，独立型というものがあります。これは，例えば弁護士会の紛争処

理センターのように，完全に独立をしたところが中立的な立場でおこなってい

くということです。

最後に接合・混合型というのは，この業界型と独立型がミックスしたものと

いうことです。

運営主体が今述べたような三つのパターンに分けられるとしましても，実際

に調停，仲裁の手続をおこなうものの性質によって，その手続というのはずい

ぶん変わります。裁判手続と異なりまして，ＡＤＲというのは手続主宰者の性

質，資格といったものが非常に大きくダイレクトに手続に反映するというもの

です。ここで問題となりますのは，法律家でないと手続主宰者になれないかと

いう問題です。これは，どこの国でも問題になっていることですが，日本にお

いては弁護士法７２条がいわゆる非弁活動，法律事務を弁護士以外の者が業と

しておこなうことについては，刑事罰付きで禁止をしているというかなりきつ

い規制を置いています。そうしますと，ＡＤＲをおこなうということが法律事

務にあたるのであれば，弁護士以外の者がこれを業としておこなえばそれは問

題であるということになるわけですね。ここは様々に議論があるところですけ

れども，現在日本においては，民間型のＡＤＲにおいては，ＡＤＲ法の認証を

取った団体がおこなう場合には，その手続主宰者は弁護士でなくてもよい，こ
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れは７２条の例外であると考えています。

したがって，さらなる問題は，それ以外の民間型のＡＤＲはどうなのかとい

うことですが，一般論としては，今言ったような７２条違反という可能性があ

る，ただ法解釈としては，それは正当業務にあたる場合もあるだろうと考えら

れます。また，例えば古くからあります，商人あるいは海運業者の間における

紛争解決のための仲裁，それはまさに弁護士ではなくて，その業界をよく知り

尽くした，その業界で尊敬される人が仲裁をやるというところにメリットがあ

るということになりますので，そのあたりの予測可能性，あるいは正当業務性

を考えて７２条の解釈をするということになるのかなと思います。

弁護士の法曹資格のことだけ申しましたけれども，諸外国においては，さら

に手続主宰者になるためには一定の訓練を受けなければいけないのではないか

という議論が非常に強いのです。逆に言うと，たとえ弁護士でも調停者になる

ための一定の訓練を経た人でないと調停者になるべきではないという議論が強

くあります。日本では，まだそこまで義務化というところまではなっていない

というところです。

次は，強制的手続との関係による多様性についてです。端的には裁判手続と

の関係ですが，一つの考え方は，訴訟を起こす前に，調停なり，あるいはＡＤ

Ｒを経なければいけないという調停前置主義，あるいはＡＤＲ前置主義という

ものをとるかどうか，あるいは，さらに進めば，訴訟を一回起こした後に，裁

判所がその事件は調停，あるいはＡＤＲがいいでしょうと言って，むしろそち

らに回していくということが可能かどうかというようなことが考えられるとこ

ろです。この強制的な手続との連動性を強めれば強めるほど，ＡＤＲに失敗し

たときのスムースな移行というものが可能になります。しかしながら他方で，

スムースになればなるほど，当事者は調停の間も，あとで裁判になったらこう

いうことになるから，今はあまり自分の弱みは出さないでおこうと，こういう

情報は出さないでおこうという非常に敵対的な手続になっていく可能性がある
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ということで，ここは微妙なところです。日本では，ここはそれほど体系立っ

て議論されているわけではありませんけれども，英米法では非常にセンシティ

ブに論じられているところです。

このように，ＡＤＲの仕組み，型というのは様々な可能性があるわけです。

ただ，裁判所の裁判手続が非常に充実をしていこうという中にあって，なぜＡ

ＤＲということを考えなければいけないのかという，ＡＤＲの必要性を若干考

えてみる必要があるかと思います。よく言われますのは，裁判による紛争解決

の量的，質的な限界を補充し，さらにはそれを高めるという意味でのＡＤＲが

必要であるということです。

一つは，裁判による紛争解決というものは，法的な一定の側面において，比

喩的に言いますと法律，あるいは法律に書かれている要件というもののざるの

中に入ってくる部分のみ，その紛争を切り取って解決をするというのが裁判に

よる紛争解決である。しかし，世の中の紛争，社会的な意味での紛争というも

のはそれに尽きるものではない。例えば，相手方当事者であるとか，あるいは

その周りの人間との関係，あるいはビジネス関係をどうしていくのか，あるい

は相手方との関係で，いわゆる法的な議論，法的な請求というのはできないん

だけれども，感情的なこじれがひどくてどうしても解決に至らないといったこ

とは普通にあるわけでして，そういう意味で，紛争解決そのものとしての効率

性がどこまで上がるのかという問題がありうるだろうと。また，裁判というの

は，基本的には過去に起こった事実を認定して，そして過去の一時点における

権利身分関係がどうであるということを判断するものですが，紛争に関わって

いる人々にとっては，さらに将来の人生が続くわけでありまして，では将来ど

うしていけばいいのかということについては，これは必ずしも直接の答えはな

いという問題があります。また，裁判の司法資源ということで言いますと，や

はり裁判というものは当然に人のコスト，それから金銭的なコスト，あるいは

時間も一定程度かかるというものであって，当事者にとってもそれは負担でし
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， 。 ，ょうけれども 司法制度にとってもそれは一定の負担がかかるという問題 で

それらを凌駕できないかということが （ａ）であります。，

（ｂ）は，手続の性質ですが，裁判手続というのは憲法上公開性が保証され

ているが，紛争の中にはおよそ公開されたくない，そしてそれに合理性がある

という紛争もたくさんあります。また，一定の形式性及び一般性を持っている

というのが民事訴訟，刑事訴訟の汎用的な性質です。そうしますと，紛争ごと

に柔軟にそれを変えていくということは，非常に難しくなるということになり

ます。

最後に，裁判所の消極的中立性については，やはり裁判所がなかなか当事者

の中に分け入って職権でいろんなものを調べて紛争解決してあげるということ

は，基本的には想定していない，あるいは，何か紛争があるという場合に，裁

判所の方で訴訟を起こせというわけにはいかないというもどかしさというもの

があるかと思います。

（ｃ）は，専門的紛争への対応ということです。法律以外の様々な専門的な

紛争が出ている中で，裁判所としては，鑑定人であるとか，最近ですと専門委

員であるといった人によってフォローをしてもらうということになるわけです

けれども，それもやはりコストがかかるという問題です。

（ｄ）は，法的救済の限定性，あるいは制度改革訴訟への対応の困難という

ことです。前者は，基本的にはお金で返しなさいということでして，それ以上

の救済を提供するというのはなかなか難しい。制度改革訴訟というのは，アメ

リカで非常に多数起きた訴訟の類型ですが，例えばアメリカですと刑務所の制

度が非常にひどい状態にあり，およそそこに収容されている人の基本的な人権

が守られないという中で，個々の収監者がそれぞれ損害賠償請求を起こしてい

るのでは制度そのものはよくならない。むしろ，制度そのものの運営を変えて

いくような，したがって，将来的にわたって変革をするためのプログラムを作

， 。 ，って それを裁判所が監督をするということが必要になる そういったことは
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なかなか通常の裁判所ではできないという問題もあります。

最後に（ｅ）は，紛争当事者間の関係性の脆弱化，疎外ということです。こ

れは，今までの（ａ）から（ｄ）の問題とはやや異なる問題でして，裁判をや

れば普通はその当事者間の関係性は亀裂が入る，壊れるのが一般です。さらに

は，訴訟手続はやはり専門家が中心となっておこなう手続であって，当事者本

人が自分の紛争であるにもかかわらず手続から疎外されるという問題をどう考

えるのかということです。民事訴訟においては，当事者の手続保障という議論

がありまして，当事者本人を手続の中に組み込んでいこうという議論が非常に

強くおこなわれましたけれども，それと呼応する問題意識ということになろう

かと思います。

こういった問題に対応するということが，ＡＤＲによればできるのではない

かというのが，一つのグループです。

②は，質的に異なる紛争解決制度が要請されているということでして，裁判

の方から裁判が何が足りないのかを考えるのが①であるとすると，②は社会全

体において，どういう紛争解決制度が必要になるのかという側面から考えてみ

たらどうだろうかということです。

一つは紛争の国際化。インターネット等の普及によりまして，従前はいわゆ

るＢｔｏＢ，企業間紛争が国際的だと，渉外紛争が多いというのはもちろんそ

うだったわけですけれども，さらに，一般の消費者と消費者，あるいは消費者

と企業というのでも簡単に国を越える，あるいは環境紛争のように国を越える

。 ， ，というものが非常に増えてきています その中において 例えばＣｔｏＣとか

ＣｔｏＢの紛争で，それぞれの国の裁判所を使ってくださいというのでは，あ

まりに現実味がない。しかし，例えばＣｔｏＢの紛争で，ビジネスの側が何ら

かの紛争解決制度を持っているのでそれを利用してくださいと言ってもいいん

ですが，それが本当にまともな紛争解決制度であるかというのは保証の限りで

はない。そうなりますと，国際的に通じる紛争解決制度，ＡＤＲを作りましょ
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うという話になっていくわけです。

二つ目は，価値観の多様化による紛争の顕在化と伝統的な紛争解決手段の機

能不全です。これは私が言うまでもありませんが，近時の価値観が非常に多様

化しており，それによって様々な紛争が顕在化してきたと思いますが，これを

従前のように，例えば職場におけるボスが解決をしてくれる，あるいは親族内

での尊敬を集める人が解決をしてくれるというわけにはいかない。しかし，裁

判に持ち込むのも，なかなか難しいという側面がある。いわば共同体の関係性

は一応維持しつつ，なお，透明な解決手段がほしいという方向性です。

三つ目は，紛争の掘り起こし機能というやや耳慣れないことですが，日本の

社会というのは，紛争が顕在化しているものは非常に少ないと思います。紛争

というのは，非常に主観的な産物でありまして，同じ目に遭っていても，それ

を紛争と考える人も，あるいは自分が悪いんだと考える人もいます。ただ，社

会的な調査によれば，紛争というふうに考えて相手方に請求をして，そして救

済にもっていくというために利用できる，そして自分がきちんと扱われる自信

のある，利用できるシステムがあることを知っていれば，その人はそれを紛争

と認識し，それを顕在化させていく傾向が強くなります。もし，それが将来的

にもないと考えている人は，およそそれを紛争としても認識しないということ

でして，それだったら，むしろＡＤＲによって，紛争の顕在化ということも考

えられるのではないかというのが，その趣旨です。

（Ⅱ．ＡＤＲに関する現在の日本の司法政策）

それでは次に，現在の日本の司法政策として，ＡＤＲについてどう考えてい

るのかということでございます。

ＡＤＲに関する現在の政策として，それを基礎づけていますのは，司法制度

改革の意見書であろうと思います。ここで，審議会はかなり思い切ったことを

言いまして，民事司法制度の一環としてＡＤＲを位置づけるということをまず

したわけですね。これは，ＡＤＲというのは司法の外にあるものだという議論
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が強かったところ，かなり思い切った位置づけをしたものということができよ

うかと思います。そこで，念頭に置かれておりましたのは，例えば知財紛争，

労働紛争といったような一定の専門性のある紛争をＡＤＲにおいて解決をして

いくということを考えているというのが第一点です。

その意見書が現状をどう見ているかと言いますと，仲裁を含めたＡＤＲは現

在はあまり魅力ある選択肢ではないというのが，そもそもの現状認識です。こ

こでのＡＤＲには，司法型も行政型も民間型もみんな入るわけですが，いずれ

にせよ，諸外国ではＡＤＲが盛んに使われているのに対して，日本ではまだま

だ利用されていない。それを，真に魅力のある選択肢にするべきということで

す。そしてそのために，司法型，行政型のＡＤＲに関しても拡充が必要なわけ

ですけれども，民間型のＡＤＲについて，一定の資格といいますか，認証制度

に結実したような政策を提示して，その利用を拡大しようということです。そ

れと，先ほど申し上げた専門性との関係で，隣接法律専門職種，例えば司法書

士，行政書士，税理士といった，弁護士以外の法律に関連する職種がＡＤＲに

参入することを，むしろ促進するという方向性を出したわけです。

このように見ていきますと，司法制度改革というのは，いわゆる法の支配と

いうものを社会の隅々まで広げるというのが大目的であったわけですけれど

も，法の支配を広げるということと，ＡＤＲを促進するということは果たして

矛盾しないのかという議論が当然出てくるわけです。必ずしもそこの関係はは

っきりしないところがありますけれども，ＡＤＲを使うことによって，一定の

法的な紛争解決，少なくとも違法な紛争解決をしないという選択肢が非常に広

がったということと，それから，法の支配というと裁判規範が社会の隅々まで

広がっていくということのように見えますけれども，ＡＤＲというものがむし

ろ当事者間の交渉を合理化するものであると考えるのであれば，交渉を合理化

するためにＡＤＲが利用されて，そこでは必ずしも裁判規範が直接適用される

わけではないんだけれども，法の趣旨に沿った紛争解決がなされるということ
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で，広い意味での法の支配がなされると。それこそが，真の私的自治に寄与す

るものであると考えることができるのではないかと個人的には思っています。

このように意見書においては，ＡＤＲを拡充しましょうという話になってい

ますが，その前から少なくとも訴訟政策においては，ＡＤＲはかなり活用され

ており，例えば民事調停の特則としての特定調停の制度や，もっと前になりま

すが，専門的な知見を要する紛争において，むしろ民事調停において，調停委

員として専門家の先生に入っていただき，その知見を生かして紛争を解決する

というようなことがあります。これは，鑑定人を依頼して判決で事件を処理す

。 ，ることに比べると効率的です 訴訟上の和解も昔からよく使われておりますし

司法委員による和解も多用されているところです。

このようにＡＤＲは，司法政策なり訴訟において使用されていますが，裁判

や法的な権利の追求との矛盾や関係性はどうなるのかという議論は当然に出て

くると思われます。そこで，ＡＤＲに対する肯定論と否定論，あるいは批評，

批判というものをまとめてみました【表１：ＡＤＲに対する異なる視点 。】

左側の列は，ＡＤＲというものは二流の正義，セカンドクラスジャスティス

であるという議論です。右側は，そうではなく，紛争解決が多様化していると

いうものと見るものであり，従って裁判による紛争解決とＡＤＲによる紛争解

決は，どちらがファーストで，どちらがセカンドであるかというものではない

という議論です。例えば，二流の正義論から言いますと，ＡＤＲの促進という

ものは，いわば国家が司法制度の充実をしないで，あるいは弁護士を増やして

法サービスを提供するということをしないで済ますための隠蔽の道具にならな

いのかという議論になります。しかし，別の見方をしますと，法サービスを提

供するということと紛争解決を行っていくこととはお互いに相補うものであ

り，法サービスの市場さえ充実していればＡＤＲは全くいらないのかといえば

そうはならないし，当然に逆も同様であるという再反論があり得るものです。

二流の正義論からすると，ＡＤＲの促進というものは，和の精神の強調であ
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って，例えば，村落や職場などで，和の精神を強調して訴訟をするなという方

向に行くのではないかという批判があり得りますが，他方で，そういった意味

での共同体や人間関係，あるいはビジネス関係は，現代社会においてむしろ非

常に重要であると考えることができます。しかし，紛争が起きているというこ

とは，これまでの関係性を変革しなければいけないという何かがあるわけで，

むしろ共同体を維持した上で，そこでの紛争解決を適切に行っていくためにＡ

ＤＲという外の力を借りて紛争解決をしていくことこそが重要ではないのかと

いう再反論があり得るのではないかということです。

また，二流の正義論からすると，ＡＤＲというのは権利の妥協をするのだろ

， ， ，うということになりますが 日本において 少なくとも民事の紛争においては

権利の処分というものは当然に当事者にゆだねられているものであり，裁判を

利用しようと思えば利用することができる前提のもとであれば，権利の妥協と

， ，いうものは合理的な判断であると言えて 逆に権利の全的な実現というものは

普通の紛争においてはまずできないことであろう思われます。これは，裁判に

おいても基本的には無理であろうと思われます。たとえ請求全部認容されたと

しても，本当に現実化するのかというと必ずしもそうではないということも多

いと思われますので，権利の妥協というだけで批判するわけにはいかないとい

うことになります。

次に，交渉における当事者間の格差を隠蔽することにならないかということ

について申し上げます。当事者間に格差があって，やむを得ず合意をして和解

をしているにもかかわらず，和解の結果を見て，両当事者が大変満足して和解

をしているということは，おかしいのではないかということに対しては，確か

にそうであり，当事者間に著しい格差がある紛争類型に関しては，手続を行う

者が非常にきめ細かい配慮をするべきです。類型的には，例えば，消費者と企

業，暴力をふるう方とふるわない方などという間においては，一方に対しては

党派的な援助をして両者の平等性をはかっていく必要性があるということで
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す。

ＡＤＲは，資力の弱い者の不利になるのではないかと言われますが，これは

難しいところです。アメリカ人は割とこのように言いますが，日本ではむしろ

ＡＤＲの方が資力の弱い者にとって権利保護になるのではないか，訴訟よりは

アクセスが容易になるのではないかと思われます。もし，弁護士が雇えないと

いう意味で言っているのであれば，ＡＤＲでも訴訟でも法律扶助が必要である

ことはかわりがないことになります。

ＡＤＲによれば，一般的な正義の宣言や判例の定立がなされないという批判

があります。これも確かに一部においてそうだと思われますが，少なくとも日

本においては，一般的な規範を定立するべき事件を，訴訟に持っていくのか，

ＡＤＲに持っていくのか，訴訟に持っていったとしてそれを和解するのか，取

り下げるのか，判決をもらうのかなどについては，すべて当事者にゆだねられ

ている前提を忘れてはいけないと思います。もし，社会的な，公共財としての

法規範及び判例というものを作ってほしいというのであれば，例えば，社会的

に法律扶助を充実させる，または，資金援助するなどの形で援助するべきであ

って，そうでない限りでは個人がそれを処分しても，または，ＡＤＲに持って

いくことについても文句を言うことではないだろうということになります。

ＡＤＲというのは，社会における紛争の一番生の部分に触れるものです。し

たがって，そのようなところで新しい社会的な利益，実質的な利益というもの

をくみ取って，それを法的な規範，利益にくみ上げていき，最終的には判例を

動かしていくというダイナミクスというものが考えられるのではないかと思い

ます。例えば，離婚の際の財産分与の率について，かつて判例が，専業主婦に

ついては財産分与の率について２割か３割しか認めなかった中においても，家

事調停の中では５割という行為を積み重ねていくことによって，規範ができあ

がっていって，最終的には判例を動かしていくというくみ上げ機能というもの

が，むしろ今後の柔軟なシステムにおいては，必要になるのではないかという
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批判があり得るところです。

このようにＡＤＲに関しては，ずっと今後も否定論と肯定論が拮抗していく

のだろうと思いますが，両者の視点を前提として議論を進めていくことが必要

だと思います。

（Ⅲ．現代型ＡＤＲの展開）

次に，現代型ＡＤＲの展開についてです。現代型と申し上げているのは，近

代の裁判制度が実定的，法制度という意味で成熟をしているものを現代型ＡＤ

Ｒと呼んでいます。例えば，東欧諸国においては，国家の体制が崩れていき，

それとともに司法制度も崩れていく中で，実は，ＡＤＲくらいしか紛争解決シ

ステムがなかったという状況があります。また，アジアの国々においても，そ

のようなところがたくさんあります。裁判制度がないのでＡＤＲをしなくては

いけないという場合のＡＤＲと，日本やアメリカなど一定の裁判制度の成熟が

あってなおＡＤＲを考えるといった所では，おのずとその内容は違ってくると

考えられます。

いずれにしても，現在のＡＤＲのムーブメントというものは，偶然ながら六

， 。〇 七〇年代の同じような時期に大西洋の東西において発展してまいりました

大きなところでは，アメリカでハーバード大学のフランク・サンダー教授が，

連邦の裁判官が集まる全国会議において 「複数のドアを持つ裁判所」という，
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。 ， ， ，概念を出されました ここでは 初めて 紛争には様々な解決の可能性があり

紛争解決手続に紛争をあわせるのではなく，紛争に紛争解決手続をあわせて多

様な解決手続を用意することが必要であるという発想が理論的に発表されまし

た。例えば，裁判所の入口のところにコンシェルジュがいて，その人が紛争の

内容を聞いて，あなたの紛争は一番のドアへ行って判決に行くのがいいでしょ

う，あなたの紛争は二番のドアへ行って調停に行くのがいいでしょうと割り振

って紛争を解決するのがいいのではないかということです。そこで判決以外の

手続のことをＡＤＲということを発表したわけです。これは裁判官に好評で，

一気に知名度が上がりました。

これが，裁判官という司法制度のエリートによって広まったＡＤＲであると

すると，他方，サンフランシスコにおいては，全く逆のＡＤＲの芽が発生して

います。近隣紛争調停プログラムというものです。これは，法律の知識のない

人が，地域の小さい問題，例えば，そこに住んでいる人がまともに定職にも就

かずにその辺をうろうろして窓ガラスを割っていて困るというような紛争につ

いて，法的にその人を罰したりしても意味がないということで，むしろその人

が何を望んでいて，何が不満で，コミュニティーとして何ができるのかという

ことを，法をはずした中で調停的に考えていくことが重要であるという発想で

できてきた草の根ＡＤＲというものです。これは形を変えて全米に広がり，現

在でも，場合によっては警察や行政などからこういったプログラムに上がって

きたりしています。

ヨーロッパでも時を同じくして，フィレンツェ大学のマウロ・カペレッティ

教授が，正義へのアクセスプロジェクトというものを立ち上げました。ここで

は，司法へのアクセス，または正義へのアクセスというものは，訴訟制度の改

正だけでは足りないと主張されました。正義へのアクセスのためには，第一に

法律扶助の制度を充実させてアクセスを広げなければいけない，第二に個人と

しての額は少ないが，集団になると大きな額になる集団的利益においては，こ
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れを集約して，裁判に乗せることを考えなければいけないと主張しています。

そして，第三の波としてＡＤＲを考えるべきで，手続そのものの柔軟化を考え

るべきであるという議論が出てきました。

その後，とりわけアメリカ，イギリスにおいてＡＤＲは急激に拡大し，司法

制度の中でも非常に使われるようになりました。教育のレベルでも，ロースク

ールの中でＡＤＲのクラスが当然に存在しているような方向に向かいました。

また，弁護士で調停等を行う人が，弁護士になってから継続的な教育の一環と

して訓練を受けることが一般化するようになりました。

私がアメリカに留学していたときにそういったプログラムを受講しました

が，一週間ホテルに缶詰になって調停の訓練を受けるといったものでした。ア

メリカ全土から弁護士，リタイアした裁判官，行政官，教育に関連する人が集

まって訓練を受けるものでした。そのプログラムも人気が高く，何か月も待っ

て，ようやく受けることができるようなものでした。

アメリカでは，民間型ＡＤＲが進み，ビジネスとしてＡＤＲをするいわばＡ

ＤＲ株式会社というものがあり，その近隣の裁判所においては，裁判官がＡＤ

Ｒ株式会社にリクルートされてしまって，裁判所を辞めてしまう人もいるよう

なことがあるそうです。ビジネスとしてというのは，企業間でもＡＤＲが使わ

れているというのがアメリカの状況であり，例えば契約の文章の中に，日本で

は裁判所の合意管轄条項が入っている代わりに，アメリカではＡＤＲ条項が入

っていることがあります。

九〇年代になると反動があって，少し野放しにし過ぎではないのかという議

論が上がり，国内法によって様々に規律がされるようになってきました。アメ

リカ国内及びヨーロッパ諸国においても同様です。アメリカの場合，一部では

規律していますが，一部ではむしろ裁判所に必ずＡＤＲを利用させる司法政策

をとらせる促進型の規律も存在しました。

また，国際的な紛争の解決のためには，むしろＡＤＲの方が現実的であると
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して，国連国際商取引法委員会（ＵＮＣＩＴＲＡＬ）においては，国際的な商

事仲裁のモデル，国際的な調停モデルいうものをすでに作っています。国際標

準化機構（ＩＳＯ）においても，ＡＤＲシステムの国際規格化をしています。

このような形で規格化やルール化が若干進んでいます。今年になってＥＵにお

いてもＡＤＲ関係指令も出されました。

（Ⅳ．ＡＤＲの目的論）

このように様々な諸国で様々な動きをしているところでありますが，諸外国

の動きを見ながらＡＤＲの目的論を考えてみますと，三つぐらいあると思いま

す。

第１に，司法資源の節約，裁判手続の効率化というものです。司法資源の節

約のためにＡＤＲを使うことになると，裁判所固有の役割も存在しますので，

何をＡＤＲで行い，何を裁判所で行うのかという紛争の振り分け基準を作らな

くてはいけません。しかし，これは国によって発想が随分違います。例えば，

， ， ，日本においては 離婚は完全に合意化されていますが カトリック系の国では

むしろ離婚こそは裁判所でするべきものであって，合意にまかせていてはいけ

ないという発想になります。あるいは，日本では，製造物責任に関する紛争に

ついては，製造物責任法ができた時点で，国会の附帯決議において，これはＡ

ＤＲをつくって，そこで紛争を解決するということが記載されていたくらいで

す。しかし，他方，英米法においては，製造物責任のような紛争をＡＤＲに回

すのはもったいないとして，裁判に持っていって賠償させるべきものであると

いう発想になります。このように基準は国によって違っていて，一律にいえな

いものです。

第２に，裁判による救済の限界を超えた解決の提供をするということです。

一部では判決乗り越え型ＡＤＲと呼んでいます。これは，実体法が予定してい

ない，例えば金銭賠償以外の救済を提供する，または裁判手続においては，証

明が十分にできていないので請求が認められないと考えられる場合でも，ＡＤ
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Ｒでは証明度の考え方を少し緩やかに考えて，そういう場合でも認める方向に

行ってもよいのではないかと考えるものです。あるいは，当事者が誰であるの

かという問題に関しても，ＡＤＲにおいては比較的緩やかに考えてもよいので

はないかというような自由な解決の提供があるとするものです。

しかし，判決を乗り越えることは，本来のＡＤＲがするべきことなのか，立

法がすべきものなのか，行政ならばよいのかということは，なかなか難しい問

題だと思います。卑近な例では，昨年末のＣ型肝炎訴訟は，まさにこの問題を

提起しているわけです。

第３には，当事者の自立的紛争解決がＡＤＲの目的であるというものです。

法律の専門家ではなく，当事者自身がむしろ紛争解決についてもっと積極的に

関与して，相手方との対話を通じて紛争解決をしていく，さらにいえば，紛争

解決ができなかったとしても相手が何を考え，自分がどういうふうに考えてい

るのかを理解し合うことによって，従前のひどい紛争状態を少しずつ変容させ

ていくこともＡＤＲの目的であるとするものです。他方で，ビジネスサイドで

ものを考えた場合には，いわゆるソフトローといわれるもの，つまり国家が作

った法なり，行政が作った通達ではなくて，私企業のなかで作っていくソフト

ローというものをむしろ浸透させ，それを具体的に適用していくためにはＡＤ

Ｒというものが非常に有効であると考えるものです。

しかし，これも推し進めていきますと，そもそも法とは何か，法律家の役割

というものが何なのかという根元的な問題にたどり着くことになります。一つ

の考え方としては，法や法律家は紛争解決の外側，ここから出てはいけないと

， ，いう外縁を作る役割 あるいは紛争解決においても両当事者を公平に扱うとか

証拠についてどのように考えるのかという法律の専門家として培われてきた専

門的な知識を生かすという可能性はあると思います。しかし，いわゆる一律的

な，一般的な法という概念からは少し変わってきて，個別の事案における，個

別の正義を達成するための法という発想が必要になってくると思います。
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（Ⅴ．日本のＡＤＲの現状）

日本のＡＤＲの現状について，規律からすると，ＡＤＲ法の第１章は総則で

あり，司法型，行政型，民間型，仲裁を含むすべてのＡＤＲに共通の規律とな

っています。ＡＤＲ法第３条には「裁判外紛争解決手続は，法による紛争の解

， ，決のための手続として 紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ

公正かつ適正に実施され，かつ，専門的な知見を反映して紛争の実情に即した

迅速な解決を図るものでなければならない 」というふうに基本理念を掲げて。

います。

法規範としてはこのようになっていますが，現状はどうなっているかという

ことについては，司法型，行政型については，よくご存じだと思われます。

民間型については，先ほど申し上げましたとおり，いくつかの分類に応じて

様々なＡＤＲが存在します。民間型ＡＤＲについては，どのようにしてよいサ

ービスをコンスタントに提供していくかが大きな問題です。裁判手続は民事訴

訟法，そのほかの手続法によって規律されていますし，最終的に裁判結果が実

体法に則しているのかどうかについては，結論を見ればわかるということにな

ります。しかし，ＡＤＲはそのような手続法がなく，しかも最後の和解の結果

を見て，果たしてそれがよいＡＤＲであったのかどうかは，結果からは必ずし

もわからないというタイプのサービスです。そうなると，当事者が真の合意を

最終的にできたのかどうかが重要であり，真の合意ができたのかどうかは，そ

の手続過程がきちんとできていたのかという手続過程について一定のルール化

することによってしかサービスの質のレベルを保証するということができない

という特徴があります。そのルール化については，一つは自立的なルール，つ

まり各ＡＤＲや母体が自分たちでルールを作っていくことがあります。

それから，ＡＤＲ法において法務省が認証をするための基準がＡＤＲ法の５

， 。条以下であり その基準にしたがってルール化をしていくことが考えられます

ＡＤＲ法は様々な議論，かなりタフな議論の後に同５条以下において，認証の
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。 ，スキームというものを採用しました 何がタフな議論であったかと言いますと

ＡＤＲというのは，そういうルールからは離れて自由に，柔軟に紛争を解決す

ることが重要であり，しかも両当事者が調停人なり仲裁人を信用して，三者で

手続を進めていくことが重要なのであり，それを外から一律に規定をする，ま

してそれを法務省が認証するということは，いわばＡＤＲの自殺であるという

批判が強くありました。しかし，他方で，ＡＤＲが，今のままではなかなか信

頼を得られないであろうと考えられる合理的な理由も存在します。

それがＡＤＲの光と陰というものです【表２：ＡＤＲの光と影 。ＡＤＲの】

メリットとしてしばしば言われるものを一番左の列に記載しています。迅速，

簡易，安価であり，秘密が守られるとか，手続がインフォーマルでアクセスし

やすいとか，関係性を維持できるとか，柔軟な解決ができる，専門的な知識を

手軽に利用できるといったものはいわば光の部分です。

しかしながら，これらのメリットは簡単に裏返しになり得ます。ＡＤＲを利

用して失敗すると，紛争解決全体がかえって遅くなるということがあります。

秘密なのはいいことだけれども，公益的な紛争については隠蔽されてしまうこ

ともあり得る。手続はインフォーマルであるであるけれども，実はよくわから

ない，曖昧なもので，怖いと思ってしまったりします。関係性を維持できると

いうけれども，関係性自体を問題視している当事者にとってはむしろ逆になっ

てしまう。裁判よりも柔軟な解決ができるというけれども，逆に下手な法情報

が提供されてしまったり，法律家以外の人間が法的な論点を見落としてしまっ

たりすると，実は大変問題のある解決になってしまうかもしれない。専門的な

知識を手軽に手に入れられるのはいいけれども，手続主宰者の中立性の担保の

点ではまだ弱いのではないか，こういったデメリットの部分をできるだけ法の

基準のレベルで是正をして，安心感を与えられるという意味が，このスキーム

にはあるのだろうと考えられます。

表２では，一番右のところで認証基準による対応を記載しました。丸数字は
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ＡＤＲ法６条の何号かということを示しています。ここに書いてあることによ

ってこれらの弱みを保証していこうということです。このような形で認証はし

ますが，法務省はもちろん個々の紛争解決の中身に立ち入らないで，外側の制

度的な部分のみをチェックをする形で公正さを保証しようというのがこの認証

スキームとなっています。

なお，資料として「かいけつサポート 認証紛争解決サービス」一覧表を添

付しています。平成１９年７月６日に最初の認証を経まして，表には２０件の

認証事業者が並んでいます。その後，２１番目として平成２０年１０月２９日

に事業再生実務家協会が認証されました。これは事業再生を扱うＡＤＲです。

このような民間型ＡＤＲが規律されつつ促進されることによって，どのよう

なインパクトがあるかについてですが，一つは，手続のあり方に着目する契機

になるのではないかと思います。ＡＤＲは和解さえできればいいのだというも

のではなくて，そこにいたるまでの過程をより透明化していくべきという方向

に向かうようにＡＤＲの影響でなるのではないかということです。

第２に，ＡＤＲ法においては，ＡＤＲ手続は民間型ですので，両当事者とＡ

ＤＲ機関との間の契約によって開始され，提供されるサービスの内容も契約に

よって決まることになります。これにより，ＡＤＲというのは，裁判手続が柔

軟化したというようなものではなくて，契約によって進められていく，いわば

当事者の主体性が要求される手続であることが明確化すると思われます。そう

なりますと，紛争解決機関，ＡＤＲ機関及び手続実施者の責任というものが明

確化されます。

第３に，他方で，当事者も手続において何をしなければいけないのか，何を

要求できるのかが決まってきます。これは，非常に大きな点であろうと思われ

ます。要するに，当事者は紛争を投げてしまえば，それでいいというものでは

ないということです。

第４に，紛争解決サービスの自由化という方向が見えるのではないかという



- 26 -

ことです。

ＡＤＲは，弁護士業務に対してもインパクトを与えるだろうと思われます。

弁護士が手続主宰者，つまり調停者なり仲裁人として加わることも増えてくる

だろうと思われますが，その際に，ＡＤＲにおいては，単に請求権がどうなの

かということだけでなく，どうしてこういう請求をしているのか，当事者が何

を求めているのか，どうしたら相手方の話を聞くようになるのだろうかという

ようないわばリーガルカウンセリングの手段を学ばなくてはいけなくなると考

えられます。これは代理人としても調停者，仲裁人としても非常に役に立つと

思われます。さらには，今後，法律相談，法的助言を与える際に，あなたの紛

争解決のためには裁判だとこういうメリット，デメリットがあります，民間型

ＡＤＲだとこういうメリットがあります，調停だとこうですというようなＡＤ

Ｒに関する助言というものも倫理上するべきだということになってくるだろう

と思われます。そうするとＡＤＲに対する関心も高くなってきてより改善に資

するようになると思います。

（Ⅵ．ＡＤＲ手続の多様性）

ＡＤＲ手続の多様性について，とりわけ調整型の手続は様々なやり方があり

ます。一つの視点は，裁判手続を柔軟化すると考えるものであり，これは多く

の場合，例えば，裁判に行けばあなたは勝ちますよとか，いくらくらいの賠償

になりますよということを前提として，ではどれくらい譲歩しますかいうよう

なやり方です。これは評価型調停といわれるものです。これをおこなう手続の

やり方として，両当事者が同じ部屋にいると進めにくいと思われますので，個

別に呼んで説得をする方法が効率的であると思われます。

他方，アメリカ型ＡＤＲで原則として考えられているのは，調停というのは

裁判から考えるのではなくて，相対交渉がうまくいっていないので，それをう

まくいかせるために中立者が入るのだという発想です。これを交渉促進型調停

と呼んでいます。この場合，交渉の材料としていろんなものを使うことになり
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ます。法的な評価のみならず，その他の様々なニーズを探り出して，分けるべ

きパイを拡大して紛争解決をしていくことになります。そうすることでウィン

ウィンの交渉が可能になるのではないかという議論です。

これは，いわゆるハーバード流交渉術でかなり理論化されたもので，大変有

名な例では，オレンジをめぐる姉妹の争いというものがあります。一個のオレ

ンジの丸々一個の所有権をめぐって両者が争っていて，半分に分けるすること

はどちらも同意しないという事案です。法的な請求としては，オレンジ丸々一

個の所有権を争っているということになります。このままではウィンウィンと

いう解決はあり得ませんが，各人になぜ丸々一個がほしいのかというニーズや

インタレストを聞くと，一方は皮を使ってマーマレードを作りたい，他方は中

身を使ってオレンジジュースを飲みたいと言う。そういうことであれば，その

ように分ければよいということになります。ここで一個のオレンジにすぎなか

ったパイが，皮と中身というふうに増え，それぞれのニーズに応じて分けるこ

とによってウィンウィンの交渉ができるという例です。

こういったことを調停で可能にならないかというのが交渉促進型調停の理念

型です。実際には，この交渉促進型と評価型を適宜組み合わせることになるわ

けですが，交渉促進型の方は，日本の調停ではなかなかなじみのない概念であ

り，これは今後の導入や訓練が必要なところだと思います。

（Ⅶ．ＡＤＲの課題と展望）

ＡＤＲの課題と展望の一つ目は，民間型ＡＤＲの可能性ということです。民

間型ＡＤＲであれば，裁判所とは違って，もう少し積極的に宣伝することがで

きます。例えば，紛争解決モデルを企業などに売り込んでいき，取引において

紛争が発生した場合には，こういういい調停人がいるＡＤＲに行くことを合意

として入れておくのはどうですかなどと売り込むことも可能であろうと思いま

す。そうしますと，企業にとっても，紛争の解決までを見越したシステムを作

ることができます。さらに，社内における紛争予防のシステムを作ることもで
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きます。そうすると，紛争予防から紛争解決，その実現，そして満足があった

かどうかを検証することにより，また紛争予防につなげるという一つのサイク

ルができます。法的な対応の仕方としてもよいのではないかと思われます。

民間型ＡＤＲが今後に扱うことができる領域としては，一つは倒産に関する

ＡＤＲです。特定調停はすでになされていますし，民間で行われているクレジ

ット・カウンセリングといったものや，事業再生ＡＤＲというようなこれまで

の紛争の概念をやや広げたような形で倒産に関するＡＤＲは，活躍の場がある

と思います。

医療事故に関してもＡＤＲが言われています。とりわけ被害が深刻な場面で

すので，法的な請求以外の両当事者のニーズをくみ上げるという意味でもＡＤ

Ｒの余地があるのではないかということになります。

出前ＡＤＲというものは，例えばマンション内での紛争や職場内の紛争とい

ったところへＡＤＲ機関の方が出かけていくというものです。

行政と住民との間の紛争の解決に関しても民間型ＡＤＲが可能であろうと思

います。

日本ではまだあまりありませんが，オンブズマン制度，つまり間に立つＡＤ

Ｒ実施者が調査能力及び勧告権限を持っていて，申立人には専門的すぎてでき

ないような調査を行った上で，適切な紛争解決をするというシステムも考えら

れます。

専門的な分野としては，スポーツ関係や知財紛争などはすでに民間型ＡＤＲ

がいくつか立ち上がっていますが，もっともっと知られて利用されるべきであ

ろうと考えます。

ＡＤＲセンターの構想についてですが，このようにＡＤＲに関しては，理論

的にも実務的にも教育訓練の場面でも，まだまだしなくてはいけないことがた

くさんあります。しかし，各プログラムは，それほどお金がかかるわけではな

いので，司法型，行政型，民間型ＡＤＲを連絡するような総合的なＡＤＲセン
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ターを作って，そこで様々な情報発信や研究なり開発，または調停人等を紹介

するといったようなこともできてしかるべきです。また，企業等はそれぞれ苦

情対応窓口を持っていますが，そことＡＤＲとの関連性は非常に重要であり，

そういったことも将来的に考えていくべきだと思います。

， ， 。ただ ＡＤＲといってもすべてバラ色の話ではなく 様々な限界があります

一つは，当事者の行為規範というもので，当事者に紛争解決のやる気がないと

ころへＡＤＲを無理矢理やらせることは無理なことです 当事者の中には 私。 ，「

には考える能力はありません，調停人にお願いします 」と言ってしまうと，。

どんな解決案が出てきても，自分で紛争解決をしないと満足がいかないという

ことになりますので，行為規範というものも考えていかなくてはいけないだろ

うと思います。もう一つは，ＡＤＲは和解契約ができる場面に限られます。和

解契約ができる場面の中でも公序良俗に反することは当然できませんが，さら

に，法の趣旨が弱者保護にあるような場合，例えば，労働者保護や離婚紛争に

おける子の利益などという場合について，果たしてそれらを取引することがで

きるのであろうかという疑問は個人的に持っております。基本的にＡＤＲにお

， ，ける和解契約は 両当事者の合意さえあれば一つの正義として考えられますが

法の趣旨との関係では，除外すべき部分というものがあるのではないかと思っ

ております。

最後に，ＡＤＲの利用によって，大きな意味では，法の使い方というものが

少し変わってくるのではないかと考えます。今まで，法というのは，素人の人

にとっては自分を統治するものという発想であったと思いますが，相手方と水

平的に交渉をする，それによって相手方と共生していくための法使用の場とし

てＡＤＲを活用していくことが将来的にできるようになれば，広い意味での法

の支配というものにもつながっていくと思っています。

意見交換( )3

◇：ＡＤＲ機関は誰が作るのか。今までＡＤＲの認証を受けてきたのは，何らかの
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相談業務をおこなってきたりした団体だとは思うが，ＡＤＲになることを期待

されているのはどんな団体なのか。

△：現在，認証を受けているのは配布した表にあるとおりだが，弁護士会やスポー

ツ仲裁機構などは，今までそういう業務を扱ってきた団体である。逆に，財団

法人ソフトウェア情報センターや社団法人日本産業カウンセラー協会などは，

必ずしもそのような業務を専門にやってきた団体ではない。例えば，産業カウ

ンセラーは資格に過ぎず，社内の紛争解決に寄与するケースはあるとしても，

役職として紛争解決に関わっているわけではない。

ただ，これまでの人間関係の調整などのキャリアを通じ，その専門性を生か

して紛争解決をしたい，社会の役に立ちたいと考える方が多いようである。必

ずしも経験がなくても，裁判所から調停委員をやってほしいと言われれば，名

誉なこととしていわばプロフェッショナルとしての気持ちを持った人が多いよ

うに感じる。

このほかにも，医療関係では，千葉の方で，医師会が弁護士会と協力してＡ

ＤＲを立ち上げようとしている。それから，ＮＰＯで，調停人として訓練をう

けている方がＡＤＲをやろうということもある。多様性という意味では，専門

性が広がっていくのはいいことだと思うし，ＡＤＲの調停の訓練を積んだ人が

専門的な技術を広げていくのも一つの望ましい方法だと思う。個人的には，ビ

ジネス間の紛争を解決する機関が増えると望ましいと思っている。

現状では，２１団体が認証を受けているが，このほかにも申請をして認証を

待っている団体も潜在的に多くあると聞いている。

◇：医療事故の紛争では，対立するケースが多いと思うが，どこかがまとめて主導

していかないとシステムが成り立たないのではないか。日本の場合は，厚生労

働省などの行政主導の形になってしまうのではないか。

△：医療紛争に関しては，むしろ厚生労働省にはあまり口を出してほしくないとい

うこともあるようだ。医療関係について言えば，実際に患者や遺族に接してい
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る病院スタッフの方が，切実に紛争解決システムを求めていると聞く。弁護士

会とうまく連携すれば，システム構築は可能であろうし，例えば，東京では三

つの弁護士会共同で既にＡＤＲを立ち上げ，それなりに機能しているとも聞い

ている。

◇：医療について言えば，厚生労働省はあまり関係なく，医師会やその関係者と弁

， 。護士の間でまず協議するべきで メディカルＡＤＲというものがあればと思う

千葉にもあるようだが，大阪でも医師会の中にそのような組織があり，何か問

題が起きれば，そこに持っていって公平に話を聞いてくれるということがある

ので，そういうふうに進展していってくれればと思っている。

△：今言われたのは，ある意味業界型ＡＤＲという面があると思う。千葉の例は，

業界型とは離れて，千葉大学と医師会と弁護士会，そして裁判所もある程度オ

ブザーバー的役割として入っており，独立的なＡＤＲの発想のものである。た

だ，病院の場合は，保険会社との関係がネックになるという点と，非常に専門

的な知識が必要とされる点が問題である。

◇：裁判では，裁判官も医学のことはなかなか分かりづらいので，どういう鑑定人

を選ぶかで大きく変わると思う。そうすると，まず医者同士が議論をして，カ

ンファレンス方式などでいろいろな問題点をあぶり出す方が，真実が出てきや

すいと思う。そこに，弁護士が入ったり，法医学者が入ったりしてもいいし，

そのようなシステムができて，裁判の前に解決できれば望ましいと思う。
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◇：アメリカには，日本の調停制度のようなものはあるのか。

△：日本よりもさらに強力と言っていいと思う。日本では，調停を申し立てて調停

になるのが普通だが，アメリカでは，訴訟を提起しても基本的に全件調停に付

されるというシステムをとっている州も数多くある。さらに，一部には，いい

調停人を得るにはお金がかかるということで，調停に多額のお金がかかるとこ

ろもある。

◇：アメリカでは，そのような調停制度があるのに，お金のかかる民間のビジネス

としてのＡＤＲがなぜ盛んなのか。

△：民間と行政の考え方そのものに帰着すると思う。アメリカの発想では，いいサ

ービスは民間の競争の中で生まれ，そしてある程度の報酬をとるのが当然だと

いう発想があるので，裁判所の調停はあるが調停人を選べないのがまず一点で

ある。例えば大企業間の紛争では，専門的で経験のある調停人を選びたいが，

裁判所の調停では安い値段でいい調停人は来てくれない。そのため，大企業間

， ，の紛争だと たとえお金がかかってもレベルの高い調停人を選ぶということで

競争が成立している。

◇：アメリカでＡＤＲのニーズが高く，既に民間のＡＤＲが発展しているのはわか

るが，日本には，費用が安く，司法上の和解もできる充実した調停制度がある

のに，ＡＤＲを促進するのはなぜか。裁判による紛争解決の量的，質的な限界

からＡＤＲの促進を図るというのであれば，ＡＤＲより現在の調停制度を充実

させた方が手っ取り早いのではないか。民間型ＡＤＲと調停制度の促進は一緒

に進めていくのか。

△：私は，競争的な関係がいいと思う。確かに日本の調停制度はここまでの制度に

なっているが，歴史的に見ると必ずしもずっといい評価を受けてきたわけでは

ない。とりわけ，現在の専門家調停委員というのは非常に専門性が高く，独自

， ，の価値があると思うが 昭和４９年の改正後から民事調停が専門的方向に進み

さらに，最近１０年，１５年で専門的な紛争が増加する中で，それへの対応と
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して充実してきたものである。改正以前は，いわゆる「まあまあ調停 「足」，

して二で割る調停」や調停委員が自分の倫理観を押しつける場であることなど

が常態化していた。現在でも，場所によってはそういった可能性があるだろう

し，例えば日弁連が調停の感想を当事者に聞いた際にも，そのような声があっ

た。その点で，競争的な観点というのは確実に必要だと思う。

ＡＤＲ法では，様々な調停制度の手続の透明化の要請や，調停の当事者から

の手続について不服や批判があったときにはそれを受け止める制度を作れとい

うようなことが書いてあるが，これは司法型，行政型のＡＤＲでも考えること

が必要なことだと思う。また，これは調停人を選ぶ際に，公平性を担保すると

きにも考えるべきだと思う。そういう意味では，両方の制度があって，競争が

あってしかるべきだと思う。

◇：調停委員の経験からすると，調停委員として一人前になるのに５年くらいはか

かると思う。そうすると，年齢の制限があることから，調停委員に任命されて

も，数年もしたらやめなければいけないというような状況がある。調停委員の

人材確保については，もっと若い才能のある人をリクルートする方法を考えな

いといけないと思う。人的なつながりによる人材確保だけではなく，制度とし

て有用な人材を発掘できるような仕組みが必要だ。調停制度は，日本に合って

いると思うし，すばらしい制度だと思うが，人材面や任期など見直さなければ

ならない面もある。また制度自体があまり知られていないところも大きいとこ

ろであると感じている。

△：司法型ＡＤＲの方向性という観点からは，リクルート方法は多様化しないとい

けないと思う。例えば，アメリカだと，人種や年齢に応じて，多様な人材を確

保しなくてはならず，専門家調停委員だけでなく，調停委員にもその多様性が

求められている。さらに，体系的な訓練も必要であると思う。日本では，調停

委員に対する法律の訓練はあるが，どうやって人の話を聞くか，どうやって合

意を引き出すかなどの方法についての体系的な訓練はあまりなされていないと
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思う。これをやらずに調停委員になると大変な苦労だと思うので，その体系を

作らなくてはならないと思う。

私自身の体験では，必ず自分が当事者の立場になってシミュレーションをし

なさいと言われる。退官後の裁判官が弁護士になって法壇を見る感覚と似てい

ると思うが，調停委員の言動によって当事者がどう感じたかなど，当事者から

のフィードバックというのは必要だと思う。

民事訴訟を経験した当事者について，司法制度改革のときから最高裁の協力

を得て調査をおこなうことができるようになり，これまでに３回おこなわれた

が，調停制度ではまだなされていないので，調停制度でも客観的に評価できる

システムは必要だと思う。

◇：現在のＡＤＲの紛争処理件数について，客観的な数値などはあるのか。

△：ＡＤＲは非常に数が多いので，はっきりとした具体的な数値はわからない。簡

単に把握できるものは，かいけつサポートのものであるが，弁護士や司法書士

などが相談に応じるものもＡＤＲと言え，行政型，民間型がやっているものを

含めると相当数あるので，その数値についてはわからない。

一般論から言うと，まだまだ裁判所での件数には及ばないと思う。数的には

っきり言うのが難しいのは，相談が非常に多いということもある。例えば，自

動車製造物責任相談センターや家電製品協会などのいわゆるＰＬセンターで

は，相談件数は非常に多いが，事実上あっせんして解決しているものがあるの

で，これもＡＤＲだ数えると相当な件数があるが，これの区別が難しい。

ただ，各ＡＤＲは専門の間口が決まっており，裁判所はどんな事件でも扱う

という違いがある。交通事故事件に限定すると，平成１９年の交通事故に関す

る簡易裁判所での通常手続の件数は３８１３件，調停で交通事故事件を扱った

ものが３０３５件ということだが，弁護士会の交通事故紛争処理センターでは

示談が成立したものだけを見ても６３９３件あり，件数でいうと簡易裁判所の

両者を併せたものより多い。交通事故に関しては，さらにもう一つ民間のＡＤ
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Ｒもあるので，その数はさらに多いと言える。このように個別的に見ていくと

裁判所とＡＤＲの数値の違いがわかる場合があるが，比較することは難しい。

◇：訴訟手続の間に，訴訟ではなく民間型のＡＤＲで解決するということもできる

のか。訴訟との関係はどうなるのか。

△：ＡＤＲ法２６条で，紛争の両当事者が民間型のＡＤＲを希望する場合には，裁

判所は訴訟手続を最大で４か月停止することができると定められている。逆に

言えば，裁判所が訴訟を調停に付すときは特段期間を設けないので，それは裁

判所で調整されるということになると思う。

◇：例えば，法的側面を抜きに話し合いでの解決をしたが，後で，過去の判例等に

反することがわかった場合には，救済措置などはあるのか。

△：この問題は，和解契約の無効が言えるのかという問題だと思うが，和解無効が

認められるケースはかなり限定的である。そもそも民法上の和解というのは，

法的な権利義務関係とは違うかもしれないが，覚悟をして合意をするものなの

で，ある程度限定はされてしまう。

しかし，和解契約がＡＤＲにおいて行われたとすれば，通常はＡＤＲから一

定の法的な情報が提供されているべきことが想定されるような場合に，それが

なかったのであれば和解無効が認められる可能性は少し広がるのではないかと

思う。そのため，ＡＤＲ法の認証を受けるためには，ＡＤＲ機関は弁護士の助

言を受けることができるシステムを作らなければならないとされており，一般

人では判断が難しい法的な問題が生じた場合には，弁護士の意見を参考にして

調停をしていくことが予定されている。もし，重要な問題について錯誤があっ

たのであれば，和解無効を前提として訴訟をやり直すことは可能である。

◇：裁判所の民事調停なら，そういうリスクはないのではないか。

△：調停における調停主任は裁判官であるので，法的な問題があればそれをチェッ

クする体制になっている。ただし，判例を見る限りでは，過去に調停において

も同様の問題が生じており，調停無効の訴訟が起こされた場合もある。これは
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いろいろな問題があり，両当事者に弁護士がついていたにも関わらず，重大な

見落としがあった場合もある。

， 。◇：公正な第三者というものについて ＡＤＲはどのように公正さを担保するのか

裁判の場合は，裁判官を自分自身で選ぶということはできないが，ＡＤＲの場

合はいろんな可能性があり，紛争の当事者たちは自分たちに有利なＡＤＲを選

びたいと思われる。積極的な宣伝や紛争解決モデルの売り込みなどを行って利

益を得ようとするビジネスモデルのＡＤＲができるというお話だが，公平さを

保つよりも多少公平さをずらしたときの方が利益が出るようなビジネスモデル

， 。ができたときには そちらへシフトする可能性があるのではないかと思われる

そういった場合に公平性を担保できるのだろうかと疑問がある。

△：ＡＤＲ法においては，公正さを疑われる可能性がある情報については，自ら開

示をしなければいけないと規定されている。裁判においては，裁判官がその事

件に関わることに問題がある場合には，自分から辞退をすることもあるし，制

度として忌避の申立ても行うことができるので，ＡＤＲにおいては，一方の企

業側当事者と関係があるような場合には開示をしなくてはいけないと考えられ

る。開示をした上で，しかしなお信頼できるという場合には当事者のリスクと

して調停人を選んでもらえばよいだろうし，信頼できないという場合には拒否

をすればよいのだろうと思う。

開示義務を怠った場合には，損害賠償や債務不履行ということになる可能性

もあるのだろうと思う。民事調停において，調停委員には，少なくとも法律上

にそのような義務はないし，忌避の制度もないので，その点では民間型ＡＤＲ

の方がより気を使っているのだと思われる。

ＡＤＲ機関全体が企業寄りなのかどうかということについては，ＡＤＲ機関

と一方当事者の企業との間に資本関係があるような場合は，きちんと開示しな

くてはならないし，ＡＤＲ機関の行った調停の結果や根拠となる基準について

も開示しなくてはいけないだろうと思う。結果を開示することによって，消費
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者側がどのくらい得たかなどということを知ることができれば，当事者はＡＤ

Ｒを選ぶこともできるのだろう。

例えば，企業が，ある製品についての売買契約書の中に特定のＡＤＲを指定

している場合，そのＡＤＲが確実にその企業と関係がある場合には，その契約

は消費者側に一方的に不利益であるので，それは消費者契約法上で無効な契約

。 ， ，になるのだろうと思う そういったことから 質問のようなビジネスモデルは

そもそも成り立たないと思われ，自由競争の中に法が制限を設けていく場面で

あると思われる。

◇：ある程度，法によって，公正さを担保することになるのか。

△：自由サービス市場に関しては，一般的にそうなっているものであり，最低限の

セーフティーネットは張らなくてはいけない。

◇：ＡＤＲが何らかの解決策を提示する際に，超法規的な解決案を提示することは

許されるのか。例えば，法律において罰せられるような行為を，お互いになか

ったこととしてＡＤＲにおいて調停を成立させるような紛争解決は許されるの

か。

△：罰せられるレベルのものは許されない。日本の法制度では公序良俗または強行

法規に反して許されないラインというものが存在し，それを超える和解は許さ

れず，ＡＤＲにおいて，そのような和解をすることはできないし，そのような

和解は無効ということになる。

しかし，行政と私人との紛争となると少し微妙であり，行政側の裁量によっ

て一定の行政処分を撤回できるようなタイプの行政処分であれば，それに関し

て私人との間で和解契約を結んで撤回することはできると思われる。裁量では

， ，撤回できないような公益的な問題については そもそも和解可能性がないので

， 。そういった問題が持ち込まれたとしても それはＡＤＲでは受け付けられない

◇：消費者窓口へ相談に来られたときは，家電製品ＰＬセンターなどに回すことは

まれで，相談員が企業と消費者の間に入って斡旋する。どうしても消費者が納
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得できない場合や弁護士に間に入ってほしいと希望する場合などは，家電製品

ＰＬセンターなどを紹介するが，費用がかかってくるので躊躇する人もいる。

弁護士に頼むよりは安いようだが，安いとわかっていても，消費者が躊躇する

ことがあると思われる。

レジュメの中に行政と住民間の紛争について記載されているが，現実にはそ

のようなＡＤＲができているのか。

△：弁護士会において行政と個人の紛争解決を行っているところがいくつかある。

難しい点として，行政が何かしらのお金を出さなくてはいけない場合，議会の

了承を得なければならず，守秘義務がどこまで守られるかという問題がある。

， ，議会に対して名前も出さない また個別性のない形で了承を得るということは

なかなか難しいと思われるが，そういった問題もいくつかの弁護士会ではクリ

アーしているようだ。

◇：例えば，マンションや町の景観問題などは，法律で裁くよりも，むしろ価値観

が関わる要素であり，その価値観をどのように判断するのかという面が大きい

と思われる。そういった問題においてＡＤＲはどのような働きができるのか。

また，その中では，極めて基本的な部分での価値観の共有が必要になると考え

られるが，価値観を共有するための訓練や教育というものがもっとされる必要

があるのではないか。

△：法哲学の分野において，日本社会では，真の意味の対話の訓練がなされていな

いという分析がある。真の意味の対話というのは，価値観の違う者同志の対話

という意味で，一定の価値観の共有があって，その上で少し利害が違うという

ことではなく，およそ自分と異なる人間との間の対話の技術というものは，あ

まり訓練されていない。本当の意味での交渉をしていくためには，一定の訓練

や教育があった方がよいと思われる。

調停人の技術として，当事者の調停の場での役割というのは調停人に紛争を

預けることではなく，当事者自身が紛争解決を考えなくてはいけないと言って
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話を戻していくという技術がある。実際，調停の場で，ある程度事案が成熟し

たところで，出された解決案は案を出した人を拘束しないので，全員でブレイ

ンストーミングによって解決案を出してみてくださいと言って，それぞれのメ

リットデメリットを考えていくということを実践している調停もある。そうい

うやり方で当事者の自覚を促していくこともできるだろう。

これは法教育というものと関わりがあり，法教育というのは，中核的には冷

静な議論をしていくことにつながっていくと思われ，日本でもしていくべきだ

。 ， ， ，と思う アメリカ人は そういうものが非常に得意なように見えるが 実際は

彼らも訓練によって得ている。最近では，アメリカの小学校レベルでも，怒り

を爆発させないで，きちんとそれを表現して，相手と対話をしていくというこ

とを練習させているし，さらに，クラスで何か問題が生じたときに，クラスの

何人かが調停人の役割を担い，話し合いを進めていくと，先生が言うよりも受

け入れるようだ。

◇：私も公平性・公正性に疑問を感じる。例えば，一個人の投資家と証券会社との

， ，紛争について 個人から見てＡＤＲが間に入って公正な判断をしてくれるのか

患者と医者との紛争にＡＤＲが入って公正な判断をしてくれるのかなど，個人

側として公正な判断をしてもらえるという意識が芽生えないのではないかと疑

問に思う。

△：実際には，例えば，証券業協会がＡＤＲをおこなう場合にも，証券業協会の人

間が直接に調停を行うわけではない。事務局は証券業協会の人がやらざるを得

， ，ないところがあるが 実際に調停を扱うのは中立的な立場にあるところの人間

例えば大学の研究者や弁護士などがパネルを作って調停なり仲裁なり裁定なり

を行うシステムになっている。そうでなければ，そもそも中立性ないし公正性

の外観が維持できないという問題がある。運営に関わっていることの公平性に

関してまで言われると，そこはルールで担保していくことになると思われる。

また，紛争の内容に応じて特定の調停人を雇ったり，雇わなかったりするこ
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とや，特定の調停人ばかりを使うなどといったことは，不適切になるが，ＩＳ

Ｏ規約においては，そういったことが明示されている。ＡＤＲ機関もそのあた

りのことは重々わかっており，手続の過程が公正に行われ，結果も適切なもの

であると考えられれば，初めてそこで合意をすればよいということになる。結

果についても，一応の公表をするので，問題があればそこでもチェックが入る

ことになる。

○：アメリカにおいて民間型ＡＤＲが盛んである理由は何か。

△：裁判予測が難しいのだと思う。民事陪審にしても，陪審を使わないにしても，

予測できないので，多くの訴訟事件は，それが怖いということもあって，９割

ほどはトライアルに行かずに終わる。その結果，エキセントリックな事件だけ

が残り，その判決が公表されて，いよいよわからなくなる。また，噂が噂を呼

ぶところもあって，イメージとしても，実体としても，裁判予測が難しいこと

になり，それならば自分たちが信頼でき，一定の予測可能性がある，頼れる同

僚にしてもらおうということで，弁護士がむしろＡＤＲを選択するようだ。

日本と少し違うのは，一部では，日本のように弁護士をつけないでＡＤＲを

使うということもあるようだが，ビジネス同志の紛争や離婚調停などは，両方

に弁護士が付いて，なおかつ信頼できる調停人なり仲裁人を両当事者の合意で

選び，いつ，どこで，どのようにするかなどを両弁護士がアレンジしている。

これは両弁護士にとってうまみのある仕事であり，この紛争，この当事者にと

っては，これが一番よいという方法を弁護士自身が作ることができる。訴訟を

するよりは報酬は低くなるが，依頼人にとっても満足度が高くなるし，弁護士

にとってもいい解決が得られることになる。あるいは，ディスカバリーまでは

裁判所を使って，ある程度の情報を得て，その後に民間ＡＤＲですると，いい

ところ取りとなる。そうすることにより，ＡＤＲの質全体が向上するというイ

ンセンティブがあるのだろう。あるいは，ビジネス同志では，紛争を表沙汰に

したくないので，ＡＤＲにするというインセンティブもあるのだろう。
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○：ＡＤＲにおいて，手続主宰者側としての弁護士の関与の動向はどのようになっ

ているのか。

△：弁護士の中には，普通の弁護士業務を行わないで，仲裁人や調停人をメインの

仕事にしている人も多くいる。いい調停人や仲裁人になればなるほど収入が多

くなり，さらに国際仲裁となればより多くの収入が得られる。今はプロボノと

ビジネスが混じり合った状態で行われているが，将来的には，プロボノ活動を

今のように片手間に行うのではなく，より組織的に，あるいは義務としてして

。 ，いくようになると思われる それとビジネス系のＡＤＲとは大きく分けられて

専門家が育成されていくように思われる。

○：ＩＳＯにおいてこのシステムの国際規格を設立する動きがあるようだが，現状

はどうなっているのか。

△：平成１９年１１月に発効して，現在はこれを日本語化してＪＩＳにする作業を

行っている。来年度くらいには日本語化できると思われる。

○：国際的な紛争，例えば欧米とアジアの紛争を日本が第三国として紛争解決のた

めの調停を行う余地はあるのか。

△：それは，日本の仲裁人の長年の夢だと思われるが，実際は，上海やシンガポー

ルにとられているのが実情である。それは，中国に投資する外国企業が多くあ

るためと，中国は未だに裁判制度が必ずしも安定していないので，とりわけ外

国企業にとっては，中国の会社と紛争解決するなら仲裁をしたいという傾向に

なっているためだと考えられる。

日本の企業と外国の企業が仲裁に関する合意をするときに，日本の企業の力

が強ければ東京に持ってこられるのだと思う。自分が申し立てたときは相手国

で行い，相手が申し立てたときは自分の所で行うという契約を結ぶことがもっ

とも公平といわれているが，現状はそこまでいっていない。

また，日本では，英語を話せる仲裁人の数がまだ少ないという問題や，仲裁

， 。法が長く明治以来のものを使用していたので まだまだ印象が悪いこともある
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今は，仲裁モデル法をそのままアダプトしているので，世界でも一，二を争う

先進的な仲裁法になっているが，それもあまり知られていない。ただ，いきな

り国際的な仲裁を行うことは難しいので，まずアジア圏内における国際的な紛

争の調停を東京でできるようにして，その後，欧米にも広げていくのがＡＤＲ

関係者の希望となっている。

○：当事者がＡＤＲの中で述べた主張や提出した資料を，調停が合意に至らなかっ

た後の訴訟において利用することの可否または禁止については，どのように考

えるべきなのか。

△：それは，重要な問題であって，コンフィシェンダリティの問題と呼んでいる。

英米法や国際的なＡＤＲに関するルールにおいては，必ずこの規定をおいてお

り，例えば，和解に応じる主張や事実について訴訟の場に持っていってはいけ

ない，あるいは，それを証明する証拠は，その証拠能力を認めないなどという

形で遮断している。

日本でもＡＤＲ法を作るときに，それらを入れるかという議論になったが，

最終的には，それを入れると訴訟における自由心証を害することで，取り入れ

られなかった経緯がある。しかし，それらが野放しになったままだと，調停が

アドバーサリー的なものになってしまうので，解決策としては，民間型ＡＤＲ

であれば，両当事者間のＡＤＲ契約において守秘義務を課し，特定の事実や特

定の証拠については，後の訴訟に持っていかないという証拠制限契約を入れる

ことが考えられる。

しかし，例えば，刑事において被害者加害者調停というものがあるが，そこ

で出された被告人に不利なものや有利なものをどのように扱うかなどというこ

とは，非常に微妙な問題がある。

， ， ，▲：参考までに申し上げると 裁判所における調停手続は 事件によって異なるが

専門家調停委員等も活用しながら，半年から１年の間で解決するようにしてい

る。当庁の調停専門部の場合は，かなり高度な専門事件が係属しているにもか
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かわらず，紛争解決率は７５パーセントを超えている。

■：活発な議論に感謝したい。裁判所としても調停に関する人材育成の問題や研修

システムの問題については，意識していきたい。

７ 次回の予定

( ) 次回大阪地方裁判所委員会（第１６回）開催日1

平成２１年３月１６日（月）午後２時

( ) テーマ2

大阪地方裁判所堺支部新庁舎の見学及び意見交換


